
難聴児支援の現状と課題
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資料２
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難聴児支援に関する国の動向

▼早期発見のための新生児聴覚検査に係る取組
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• 平成12年（2000年）～平成16年（2004年） 新生児聴覚検査モデル事業の実施【岡山県、神奈川県等の４県】

• 平成17年（2005年） 「母子保健医療対策等総合支援事業」として「新生児聴覚検査事業」を実施

→平成19年（2007年）一般財源化 （地方交付税措置）

• 平成24年（2012年） 母子健康手帳に新生児聴覚検査結果の記載欄を追加

• 平成27年（2015年） 厚労省が、全国の自治体対象に新生児聴覚検査の実態調査を実施。

→翌年、翌々年と市町村における公費負担の実施をもとめる母子保健課長通知を発出

• 令和２年（2020年）３月 行政を対象に「新生児聴覚検査から療育まで遅延なく円滑に実施するための手引き書」を発行

• 令和４年（2022年）２月 「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」の策定

• 令和５年（2023年）10月 「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正

→新生児聴覚検査の確認検査でリファーになった場合、生後21日以内に小児難聴の主要な原因の一つである

先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を実施することの推奨や、周知啓発等の内容が追加。

• 令和５年（2023年）12月 「こども未来戦略」の策定

「１か月児」及び「５歳児」への健康診査並びに「新生児マススクリーニング検査」の対象疾患拡充について、
早期の全国展開に向けた支援を行うとともに、「新生児聴覚検査」について、全国での公費負担の実施に
向けた取組を進める。



平成31年（2019年）３月 「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」設置

※国資料より抜粋
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▼早期支援のための取組
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・令和元年（2019年）６月 「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」
とりまとめ報告
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・令和４年（2022年）２月 難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針策定

《基本的な考え方》
・早期発見の重要性
言語・コミュニケーション手段の発達・獲得により、難聴児の今後の社会生活をより豊かにする
ため、早期に発見し、療育及び教育につなげることが重要。

・保健、医療、福祉及び教育の連携
都道府県及び市区町村の保健、医療、福祉及び教育に関する部局や医療、療育及び教育機関等の
関係機関、医師会等医療関係団体による多職種連携。

・本人及び家族等を中心とした支援
言語・コミュニケーション手段の選択は本人にあり、本人及び家族等に寄り添った支援を行う。

・学校や障害児通所支援事業所等関係機関における取組の重要性
特別支援学校や難聴特別支援学級、通級による指導、障害児通所支援事業所等における専門性を
もった職員（言語聴覚士等）の支援や協力が重要

・切れ目ない支援の必要性
必要な支援が成長の各段階で提供されるよう、支援が途切れないよう配慮が必要。

・多様性と寛容性
聞こえる、聞こえにくい、聞こえないにかかわらず、多様性を認め合う寛容性をもった社会、聞
こえる人も聞こえにくい人も聞こえない人も共に生きる共生社会づくりが重要。言語・コミュニ
ケーション手段の選択肢が限定されることなく、どの選択肢も保障・尊重されることが望ましい。
また、どのような選択をしても、難聴児の発達に関する理解に基づく療育及び教育が受けられる
環境を整えていくこと、本人が成長した時に自身の言語・コミュニケーション手段を自ら選択し、
決定するという過程を保障することが重要。
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・令和４年（2022年）２月 難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針策定

《基本的な取組》
・新生児聴覚検査に係る都道府県における推進体制の整備
・関係者による協議の場の設置、中核的機能を有する体制の確保
・聴覚特別支援学校等の教員の専門性向上に向けた取組、特別支援学校のセンター的機能の強化

《地域の実情に応じた取組》
・新生児聴覚検査
リファーの追跡調査、リファーとなった場合の対応を整理した手引の活用、受検率の向上、精度
管理、検査体制の強化

・地域における支援
協議会の設置、多様な関係者の参画

・家族等に対する支援
新生児聴覚検査や難聴児の子育てについての情報提供、相談対応、交流の機会確保・周囲の理解
促進

・学校や障害児通所支援事業所等関係機関における取組
支援の専門性向上

・切れ目ない支援に向けた取組
進行性難聴や後天性の一側性難聴、軽中等度難聴児を含む切れ目ない支援、就学に当たっての意
向の尊重
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・令和５年（2023年）５月 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針
（平成18年厚生労働省告示第395号）改正

五 障害児支援の提供体制の整備等
２ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、「難聴児の早期発見・早期療育推

進のための基本方針」（令和４年２月）に基づき、都道府県は、難聴児の早期発見・早期療育
を総合的に推進するための計画を策定する。当該計画を障害児福祉計画に盛り込む場合には、当
該基本方針における基本的な取組及び地域の実情に応じた取組について明記する。
その際、令和８年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、児童発達支
援センター、特別支援学校（聴覚障害）等を活用し、難聴児支援のための中核的機能を果たす体
制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進める
ことを基本とする。

・「基本指針」（大臣告示）は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに
当たっての基本的な方針。

・都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則３か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」
を策定。
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・聴覚障害児支援中核機能強化事業



難聴児に関する実態調査

○調査概要

ア 調査時点 令和６年（2024年）１月１日時点
イ 調査対象 １７８市町村（札幌市除く）
ウ 調査方法 各市町村に所在する難聴児（身障手帳交付児、軽度・中等度難聴児）の一人ごとの年齢、性別、療育状況等を照会

身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児 計

２５１ ２６１ ５１２

８０ ７２ １０２

①難聴児数及び所在市町村数（上段：人数 下段：市町村数）

②難聴児年代別

区分 ０～２ ３～６ ７～１２ １３～１５ １６～１８ 計

身障手帳交付児 ２７ ５３ ７２ ４６ ５３ ２５１

軽度・中等度難聴児 ３７ ８４ ７２ ３５ ３３ ２６１

計 ６４ １３７ １４４ ８１ ８６ ５１２

難聴児支援に関する道の現状
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難聴児に関する実態調査

6

区分 身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児 計

あり ６２ ６６ １２８

なし １６６ １５４ ３２０

不明 ２３ ４１ ６４

計 ２５１ ２６１ ５１２

③重複障がい

④重複障がいの種類

区分 身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児 計

知的障害 ２５ ３２ ５７

肢体不自由 ２３ ６ ２９

広汎性発達障害 １ ８ ９

重症心身障害 ４ ２ ６

言語障害 ３ ３ ６

視覚障害 １ ２ ３

その他 ５ １３ １８

計 ６２ ６６ １２８

約２５％は重複障がい
を有している。

10
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• 平成14年（2002年）11月～平成16年（2004年）８月 帯広地区において、新生児聴覚検査モデル事業を実施

→平成18年（2006年）３月「新生児聴覚検査マニュアル」を作成

（新生児聴覚検査の実施体制や関係機関の役割等についてまとめたもの）

• 平成29年（2017年）～令和元年度（2019年度） 医療機関や市町村保健師等を対象とした、新生児聴覚検査

研修会や軽中度難聴児支援に係る研修会を開催。

• 令和元年（2019年）６月 北海道新生児聴覚検査体制検討協議会の設置

→令和３年（2021年）３月 「お子さんの「きこえ」の手引き 「新生児聴覚検査」から「療育」まで

を遅滞なく円滑に実施するための手引き」作成

• 令和２年度（2020年度）～ 新生児聴覚検査に関する道と北海道医師会等との協定

→検査実施医療機関において、妊婦健診等と同様の形で受診票による現物給付方式にて公費負担の実施

を可能とするとともに、医療機関との検査結果の連絡を円滑に行えるよう、実施体制を整備

早期発見のための新生児聴覚検査に係る取組

年１回、分娩医療機関対象に新生児聴覚検査実施状況調査、
市町村対象に新生児聴覚検査結果調査を実施し、

医療機関・市町村への情報共有・周知啓発を図っている。

現在



お子さんの「きこえ」の手引き作成（令和3年(2021年)3月作成）＊三つ折りリーフレットも作成

ー主な内容ー
１ 新生児聴覚検査及び早期療育の意義
２ 新生児聴覚検査から療育までの流れ
３ 新生児聴覚検査について
４ 精密検査について
５ 難聴児の療育について
６ 地域における支援体制について
７ 社会資源リスト

掲載先）https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/tebiki.html 12



新生児聴覚検査に関する北海道と道医師会等との協定

【協定の概要】
新生児聴覚検査について、北海道内全ての分娩取扱医療機関において、公費負担にて受けら

れるよう、道医師会等と協定を締結。令和2年（2020年）4月1日から運用開始。
・参加市町村 174市町村
・参加医療機関 79医療機関（分娩休止中や耳鼻咽喉科医療機関含む）

【目的】
・市町村が検査結果を把握することが可能となり、地域における要支援児や保護者への早期
フォローへ繋げる。
・各市町村と検査実施医療機関との契約事務に関する負担軽減を図る。
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市町村における新生児聴覚検査の公費負担実施状況など

【初回検査 公費負担実施 178市町村】 【令和4年度国調査より】

市区
町村数

検査結果の把握
未受検児に対する

対策を実施
要支援児に対する
指導援助を実施

実施
市町村数
(B)

割合
(B)／（A）

実施
市町村数
（D）

割合
(D)／(Ａ)

実施
市町村数
(Ｅ)

割合
(Ｅ)／(Ａ)

北海道 179 179 100% 130 72.6% 155 86.6%

全国 1,741 1,741 100% 1,138 65.4% 1,530 87.9%

【令和5年度市町村新生児聴覚検査より】

●精密検査実施状況 ＊札幌市除く
精密検査
実施人数

パス リファー 結果不明*

63 25 33 5

*「結果不明」

調査回答時点で結果を把握できておらず健診等で確認予定。

出生後市外転出。耳鼻科宛紹介状を渡していることを把握。

●要支援児（一側難聴・両側難聴）

要支援児については、全員、6ヶ月以内に必要な医療や療育へ繋げて
いると回答。

・公費負担は実施されているが、
自動ABR(自院出産時）の平均検査料
金約5,500円をカバーできていない市
町村がある（R6年4月時点）。

・未受検者に対しては、市町村保健師
による受診勧奨等を実施している。
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分娩取扱医療機関における新生児聴覚検査の実施状況より

【検査機器の整備状況】

整備している 73（98.6％）
自動ABRのみ 51
OAEのみ 18
両方の機器を整備して
いる

4

整備していない 1

整備している 68(100％)

自動ABRのみ 48
OAEのみ 14
両方の機器を整備して
いる

6

整備していない 0

【初回検査の実施結果】

令和元年（調査対象数80）未回答６ 令和５年（調査対象数72）未回答４

検査実施状況

分娩総数 受検者数(受検率)

30,210 27,625(91.4%)

結 果

パス リファー 結果不明*

20,954 864 5,807

検査実施状況

分娩総数 受検者数(受検率)

24,350 24,033(98.6%)

結 果

パス リファー 結果不明*

21,414 969 1,539

【検査機器の整備状況】

【初回検査の実施結果】

*「結果不明」:検査結果の内訳が未記載の医療機関分 15
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・概要
難聴児等への支援に携わる市町村子ども発達

支援センター等の関係職員に対して、基礎的な
事項を伝達する研修

・概要
難聴児の支援を現に行っている市町村子ども発

達支援センター等の関係職員に対して、個々の
ケースに応じた対応能力の向上を図るための研修

各聾学校（釧路鶴野支援学校を含み、高等聾学校を除く。以下同じ。）で聴覚に障がいのある乳幼児と
その保護者への支援を行い、難聴児が早期に療育を受けられる体制を確保する目的で実施。
道内６か所の道立聾学校で０～２歳児とその保護者を対象に「乳幼児相談室」を設置。
親子で通って、遊びを通じた療育を行ったり、基本的な生活習慣の習得や子どもと保護者の関わり方を

支援している。

１．道立聾学校専門支援事業（昭和63年度（1988年度）～）

難聴児等とその家族が、身近な地域で適切な相談や療育などの支援を受けることができるよう、市町村
や事業所に対し必要な専門的知識や技術を提供することにより、地域における難聴児等への支援体制の充
実を図る。
難聴児等の支援に関わる職員及び事業所の養成を図るため、道立施設（旭川子ども総合療育センター

等）の言語聴覚士及び道立聾学校教諭を派遣

２．難聴児等支援派遣研修事業（平成30年度（2018年度）～）

職員派遣

市町村内に難聴児がいない場合も含めて、
「難聴とは何か」「発見が遅れた場合どのよ
うな発達の影響があるのか」 「早期発見の
ためには どうしたらよいのか」 等、難聴体
験を含む講義形式で実施。

【事業所養成研修】

現に支援する難聴児への療育内容、評価方法、
保護者対応の仕方などへの専門的助言など、
保護者や難聴児に対する実技指導によるケー
スワーク形式で実施。

【個別療育研修】

▼早期支援に係る取組
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１．道立聾学校専門支援事業

２．難聴児等支援派遣研修事業

【事業所養成研修】 （単位：市町村数）

【個別療育研修】 （上段：市町村数、下段：延べ回数）

19

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

111 111 114 139 139 136 123 138

H30 R1 R2 R3 R4 R5

５ １０ ９ １５ １５ １４

H30 R1 R2 R3 R4 R5

４ ９ ７ ６ １２ １４

６ １４ １１ １１ １６ １９

（単位：延べ人数）



軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等の助成制度

（１）地域づくり総合交付金により、市町村（政令市・中核市除く）に助成
（２）平成27年度（上記交付金実施要綱等に追加）

１．事業概要

２．国庫負担制度（身体障害者手帳交付）と道事業との比較

20

（参考）
軽度・中等度難聴児に対する補聴器購
入費等助成制度導入市町村数
（令和５年度）85 （札幌市含む。）



令和６年（2024年）３月 第１期ほっかいどう障がい福祉プラン（令和６～11年度）策定
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第４ 計画推進のための具体的な取組

８ 障がい児支援の充実

（３）医療的ケアを必要とする子どもや難聴児への支援の充実

②難聴児への支援の充実

・ コミュニケーションを築くうえで必要な集団適応を早期に身につけるため、新生児聴覚検査から療育につなげる体制

整備のための協議会の設置や新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手引書の周知等、新生児聴

覚スクリーニングや乳幼児健康診査の際になるべく早く難聴に気づき、療育につなげる取組を進めます。

・ 難聴児及びその家族が、身近な地域において適切な相談支援及び療育を受けることができるよう、市町村、医療機関、

道立聾学校等が連携し、難聴に起因することばの遅れや、コミュニケーションへの影響、知的、社会的発達の遅れを未

然に防ぐ、または最小限にとどめるため、可能な限り早期に療育につなげ、専門的な支援による乳幼児期の発達の促進

を図るなど、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進めます。

・ 聴覚障がいのある子どもの早期療育体制を図るため、道立聾学校において聴覚障がいのある乳幼児を対象とした相

談・支援を行います。

• 【難聴児支援における中核的機能を有する体制整備目標】

項目 R8目標値 R11目標値 備考

中核的機能を有する体制の整備 １か所 １か所 北海道

※第１期北海道難聴児支援計画を盛り込んでいる
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新生児聴覚検査

・対象者の経済的負担軽減を図り、全ての検査対象児が新生児聴覚検査を受けられるような公費負担額の設定
・検査実施医療機関における自動ＡＢＲの導入
・確認検査でリファーになった場合、生後21日以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を受けること
の啓発と実施体制の整備

• 道立施設の言語聴覚士、聾学校教諭を派遣しているが、本務と併行しての実施のため、派遣職種等、市町村
の希望に対応できていない部分がある。

• 難聴児がいる地域・期間が限定され、支援が単発的なものとなってしまう。

難聴児等支援派遣研修事業

道立聾学校専門支援事業

・事業費（人件費、物品の購入費、旅費等）の不足
・聾学校から遠方の地域に居住している場合、利用が困難
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区分 市町村

ある ５７

ない １２１

計 １７８

• 市町村において難聴児に対する療育の取組について不十分と課題と捉えている点（R5難聴児実態調査より）

市町村における療育体制

内容 市町村

療育体制が整備されていない ３１

言語聴覚士等の専門職員がいない １８

難聴に関する知識不足 １２

難聴児に対する療育の経験不足 １

（参考）ないと回答した市町村のうち５９市町村は現在把握している難聴児が０人

等

• そのほか、市町村からの聞き取り等により把握している課題

言語聴覚士が一人配置のため、療育について相談できる相手がいない。

重複障害のため、どのようなアプローチで療育すればいいか悩む。

かかりつけ医療機関が遠方にあるため、聴力測定がなかなかできない。
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中核的機能を有する体制の整備

・中核的機能とは？
コーディネーターを確保し、次の５事業を実施すれば中核的機能を有する体制を整備している。

①聴覚障害児に対応する協議会の設置 ⇒ 本協議会
②聴覚障害児支援の関係機関との連携 ⇒ 本協議会や③～⑤の事業
③家族支援の実施 ⇒ 道立聾学校専門支援事業（乳幼児相談室）
④巡回支援の実施 ⇒ 難聴児等支援派遣研修事業（個別療育研修）
⑤聴覚障害児に関する研修・啓発 ⇒ 難聴児等支援派遣研修事業（事業所養成研修）

道においては今回の協議会設置をもって、中核的機能を有する体制の要件は満たしたことになるが、
各機能が広域な本道において必ずしも有効に機能していないことや、一部の他都府県では中核的機
能を有する体制の整備の一環として中核となる機関（難聴児支援センター等）を設けていることか
ら、今後難聴児支援をより一層充実させるため、本道にとって望ましい中核的機能を有する体制に
ついて検討する必要がある。

→そのためには、難聴児の保護者及び支援に携わる職員が
抱える困り感や支援として求めるものを把握する必要がある。


